アイプラザ豊橋利用料金減免措置要綱

　（趣旨） 
第１条　この要綱は、アイプラザ豊橋条例 (平成24年豊橋市条例第10号)、に基づき、アイプラザ豊橋（以下「アイプラザ」という。)の利用料金の減免措置について必要な事項を定めるものとする。
（減免対象及び減免区分）
第２条　アイプラザの利用料金の減免対象及び減免区分は、別表のとおりとする。
（手続き）
第３条  減免を受けようとする者は、利用申請書に減免申請書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
（その他事項）

第４条　指定管理者は、この要綱に基づく申請の取扱いに疑義が生じたときは、速やかに市と協議するものとする。

（雑則）

第５条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
　附　則
　この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
附　則
　この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附　則
１　この要綱は、令和６年4月1日から施行する。
　（経過措置）
２　この要綱の施行の日前に利用料金の減免について承認を受け、又は申請をした者の当該利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。

	別表（第２条関係）
減免対象
	減免区分

	
	施設利用料金
	附属設備利用料金

	豊橋市（附属機関を含む）が主催又は
共催する事業
	免除
	免除

	公益財団法人豊橋文化振興財団が主催
又は共催する事業
	免除
	免除

	指定管理者が市の承認を得て実施する自主事業
	免除
	免除

	特例かつ公益上必要なもの
	原則1/2減額
	原則1/2減額


備考
免除の対象となる利用は、準備及び撤去を含む公演当日での利用、公演前日のリハーサルでの利用及び１回の総合練習等とする。ただし、豊橋市（附属機関を含む）、公益財団法人豊橋文化振興財団が主催する事業及び市長が特別に認める事業についてはこの限りでない。

